
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
の
委
嘱

を
受
け
た
、
皆
さ
ん
の
身
近
な
相
談
員
で

す
。
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
相
談
に
応

じ
て
、
助
言
な
ど
を
行
い
ま
す
。

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の

で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き　

毎
月
第
１
木
曜
日　

午
後
１
時
〜

３
時

と
こ
ろ　

市
役
所
１
階
相
談
室

問
合
せ
先

市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ
（
内
線
264
）

県
や
市
町
村
な
ど
の
官
公
署
（
以
下

「
官
公
署
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
提
出
す

る
各
種
申
請
書
、
届
出
書
な
ど
に
つ
い

て
、
他
人
に
そ
の
作
成
を
依
頼
し
た
り
、

相
談
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
書
類

を
官
公
署
に
提
出
す
る
手
続
の
代
理
を
依

頼
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
よ
う
な
と
き
の
た
め
に
、
行
政
書
士
制

度
が
あ
り
ま
す
。

行
政
書
士
は
、
行
政
書
士
会
の
会
員
と

し
て
、
行
政
書
士
法
に
基
づ
き
次
の
業
務

を
行
っ
て
い
ま
す
。

①　

官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
、
権
利
義

務
・
事
実
証
明
に
関
す
る
書
類
（
実

地
調
査
に
基
づ
く
図
面
類
を
含
む
）

の
作
成

②　

①
の
書
類
を
官
公
署
に
提
出
す
る
手

続
の
代
理

③　

行
政
書
士
が
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類
の
契
約
代
理

④　

①
の
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
の
相
談

行
政
書
士
会
の
会
員
で
な
い
者
が
、
他

人
の
依
頼
を
受
け
、
報
酬
を
得
て
①
の
業

務
を
行
う
こ
と
は
行
政
書
士
法
に
よ
り
禁

止
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合

は
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
を
他

人
に
依
頼
す
る
と
き
は
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

行
政
書
士
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

・
愛
知
県
総
務
部
法
務
文
書
課

☎
0
5
2
―

9
5
4
―

6
0
2
3

（
内
線
2136
）

・
愛
知
県
行
政
書
士
会

☎
0
5
2
―

9
3
1
―

4
0
6
8
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10
月
16
日
㈪
〜
22
日
㈰
は

行
政
相
談
週
間

各
種
申
請
書
な
ど
の
作
成
を
他
人
に

依
頼
す
る
と
き
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い

行
政
相
談

情報
ファイル
情報
ファイル

Information
File

現在、愛知県国民健康保険団体連合会が「限度額適用認定証」の交付を受けることができ
ない世帯に対し実施している「高額療養費貸付制度」が廃止されることに伴い、高額療養費
の支給対象となる一部負担金の支払いが困難な方に対し、医療機関での窓口負担を軽減し、
安心して療養を受けることができるよう、平成29年11月１日（水）診療分から「高額療養
費受領委任払制度」を開始します。詳しくは問い合わせてください。

●内容
「受領委任払制度」は、保険診療の一部負担金のうち、高額療養費自己負担限度額を病院

などに支払っていただき、高額療養費に相当する額については保険者（高浜市）が病院など
に支払いをするものです。

●対象者
・国民健康保険被保険者であること。
・診療を受けた対象者が70歳未満であること。
・国民健康保険資格証明書の交付を受けていない世帯であること。
・交通事故等第三者の不法行為によるものでないこと。
・病院などの同意が得られること。

問合せ先　□市市民窓口グループ　☎52－1111（内線219・261）

国民健康保険　高額療養費「貸付制度」の廃止に伴い

～「受領委任払制度」を開始します～

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特　
　

集

と
き　

11
月
16
日
㈭
・
17
日
㈮
２
日
間　

午
前
９
時
45
分
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

安
城
市
民
会
館

定
員　

104
人
（
先
着
順
）

受
講
料　

4
，0
0
0
円
（
当
日
徴
収
）

申
込
期
間　

10
月
10
日
㈪
〜
20
日
㈮

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※

定
員
に
な
り
し
だ
い
締
切

※

申
込
書
は
、
申
込
場
所
ま
た
は
衣
浦
東

部
広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

で
き
ま
す
。
申
込
時
、
写
真
（
縦
４
㎝

×

横
３
㎝
、
３
か
月
以
内
の
証
明
写
真

１
枚
）
が
必
要
で
す
。

※

電
話
お
よ
び
郵
送
な
ど
に
よ
る
受
付
は

行
い
ま
せ
ん
。
直
接
窓
口
に
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
せ
先

・
衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局
予
防
課
予

防
係　
　
　
　
　
　

☎
63
│

０
１
３
６

・
碧
南
消
防
署
予
防
係
☎
41
│

２
６
２
３

・
刈
谷
消
防
署
予
防
係
☎
23
│

１
６
３
９

・
安
城
消
防
署
予
防
係
☎
75
│

２
４
５
８

・
知
立
消
防
署
予
防
係
☎
81
│

４
１
４
２

・
高
浜
消
防
署
予
防
係
☎
52
│

１
１
９
１

問
合
せ
先　

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局

消
防
課　

☎
６
３
│

０
１
３
５

http://w
w
w
.kinutoh.jp

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
10
月
定
期
支

給
分
を
10
月
10
日
㈫
に
、
あ
ら
か
じ
め
指

定
さ
れ
た
受
給
者
名
義
の
金
融
機
関
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
。

今
回
支
給
す
る
手
当
は
、
平
成
29
年
６

月
〜
９
月
の
４
か
月
分
で
す
。

今
回
の
振
り
込
み
に
先
立
ち
、
個
別
に

「
支
払
通
知
書
」
を
送
付
し
、
今
後
の
支

給
額
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
支
給

額
に
変
更
の
な
い
か
ぎ
り
、
２
月
の
支
給

で
は
個
別
の
通
知
を
行
い
ま
せ
ん
の
で
、

預
金
通
帳
な
ど
で
入
金
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お
け
る

状
況
を
確
認
し
、
児
童
手
当
を
引
き
続
き

受
け
る
要
件
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。
未
提
出
ま
た
は
書

類
不
備
な
ど
に
よ
り
、
審
査
が
保
留
に
な

っ
て
い
る
方
は
、
速
や
か
に
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

対
象
者　

平
成
29
年
５
月
ま
で
児
童
手
当

を
受
給
し
て
い
た
方
で
、
現
況
届
未
提

出
お
よ
び
書
類
不
備
な
ど
の
方

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

受
付
場
所　

い
き
い
き
広
場
３
階
こ
ど
も
育
成
グ
ル

ー
プ

※

郵
送
に
よ
る
提
出
も
可
（
郵
送
代
は
受

給
者
負
担
）

提
出
書
類

・
現
況
届

・
平
成
29
年
６
月
１
日
時
点
の
受
給
者
本

人
の
健
康
保
険
証
の
写
し
（
受
給
者
が

厚
生
年
金
、
各
種
共
済
に
加
入
し
て
い

る
場
合
）

・
平
成
29
年
度
（
平
成
28
年
分
）
児
童
手

当
用
所
得
証
明
書
（
平
成
29
年
１
月
１

日
に
高
浜
市
に
住
所
が
な
か
っ
た
方
の

み
）

※

そ
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る

書
類
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

い
き
い
き
広
場
内
こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー

プ
【
児
童
手
当
担
当
】 (

内
線
362)

高浜市役所 ☎ 52－1111
■℻ 52－1110

広報たかはま　H29.10.1 9

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

救
命
講
習
会

消

防

児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
支
給
し
ま
す

児
童
手
当

児
童
手
当・特
例
給
付
現
況
届
は

提
出
し
ま
し
た
か

あなたは愛する家族を救えますか。いざというときのために心肺蘇生法を覚えましょう。

定員
開催時間

申込先
および
詳　細

講習会名
10月15日（日）
普通救命講習Ⅰ
刈谷消防署会場

開催日

無料
10月５日（木）　午前９時～　募集開始

☎23－1299　救急係へ

無料
10月５日（木）　午前９時～　募集開始

☎81－4144　救急係へ

10月14日（土）

対象者

午前９時～正午

普通救命講習Ⅲ
知立消防署

先着20人 

備考

内容　
普通救命講習Ⅰ　心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法など
普通救命講習Ⅲ　小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、ひきつけ、のどに異物が詰まったときの処置など
※　救命講習会を団体で受講される方は、最寄りの消防署へ問い合わせてください。

碧南市、刈谷市、安城市、知立市よび高浜市在住、在勤、在学の方でいずれの会場でも受講できます。

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特　
　

集


